
平成26年度

次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画の取組状況

平成 25 年度
平成 28 年度

計画改訂

◎
【
職
員
の
家
族
を
対
象
と
し
た
職
場
見
学
会
】
の
実
施

◎
【
職
員
の
た
め
の
男
女
共
同
参
画
セ
ミ
ナ
ー
】

対
象:

新
任
の
班
長
、
副
班
長
等

◎
【
休
暇
制
度
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
】
公
開

◎
【
職
員
の
育
児
と
仕
事
両
立
支
援
ブ
ッ
ク
】
改
訂
版
作
成

◎
【
ワ
ー
ク･

ラ
イ
フ･

バ
ラ
ン
ス
推
進
デ
ー
】
毎
月
第
３
金
曜
日

◎
【
ワ
ー
ク･
ラ
イ
フ･

バ
ラ
ン
ス
推
進
月
間
】
１
０
月

◎
制
度
改
正
周
知
・
啓
発
の
た
め
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
配
布

（
育
児
休
業
等
制
度
改
正
）

◎
タ
イ
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
講
座
を
実
施

◎
育
児
休
業
者
職
場
復
帰

支
援
研
修
を
実
施

◎
【
男
性
職
員
の
育
児
参
画
促
進
】

子
の
出
生
を
間
近
に
控
え
た
男
性
職
員
及
び
所
属
の
人
事
管
理

者
へ
、
両
立
支
援
制
度
の
説
明
や
取
得
例
な
ど
の
情
報
を
人
事

課
か
ら
直
接
メ
ー
ル
で
周
知

◎
【
人
事
管
理
意
見
交
換
会
】
毎
年
度
実
施(

５
～
６
月)

◎
【
男
性
職
員
の
育
児
参
画
促
進
】

育
児
休
業
未
取
得
の
男
性
職
員
に
ア
ン
ケ
ー
ト
等
を
実
施

育
児
休
業
取
得
者
と
未
取
得
者
の
交
流
会
を
実
施

◎
【
次
世
代
行
動
計
画
点
検
シ
ー
ト
】
の
実
施

管
理
職
員
を
対
象
に
、
行
動
計
画
に
お
け
る
役
割
や
両
立
支
援

制
度
の
内
容
を
確
認
す
る
た
め
の
点
検
シ
ー
ト
を
実
施

◎
育
児
休
業
者
職
場
復
帰
時
面
談
の
進
め
方
の
策
定

◎
県
庁
内
保
育
施
設
開
所

◎
次
世
代
育
成
支
援
研
修
の
実
施

◎
子
育
て
・
介
護
相
談
窓
口
開
設

◎
介
護
ミ
ニ
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催

◎
女
性
よ
ろ
ず
サ
ポ
ー
タ
ー
制
度
の
開
始

◎
イ
ク
ボ
ス
宣
言
の
実
施

◎
【
ワ
ー
ク･

ラ
イ
フ･

バ
ラ
ン
ス
推
進
デ
ー
】
月
末
金
曜
日
を
追
加

◎
イ
ク
ボ
ス
研
修
の
実
施

◎
介
護
を
行
う
職
員
へ
の
支
援
に
関
す
る
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
配
布

◎
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
講
習
で
、
介
護
に
関
す
る
情
報
提
供
を
実
施

◎
県･

市
町･

民
間
企
業
女
性
管
理
職
エ
ン
カ
レ
ッ
ジ
研
修
の
実
施

◎
育
児
休
業
者
キ
ャ
リ
ア
形
成
支
援
研
修
を
実
施

◎
「
男
性
職
員
の
育
児
に
伴
う
休
暇
等
の
取
得
計
画
書
」
の
試
行

◎
「
男
性
職
員
の
育
児
に
伴
う
休
暇
等
の
取
得
計
画
書
」
の
運
用
開
始

◎
【
男
性
職
員
の
育
児
参
画
促
進
】

育
児
休
業
の
積
極
的
な
取
得
を
促
す
副
知
事
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信

◎
制
度
改
正
周
知
・
啓
発
の
た
め
の
チ
ラ
シ
配
布

（
育
児
休
業
等
制
度
改
正
等
）

◎
次
世
代
育
成
支
援
研
修
に
お
い
て
育
児
休
業
制
度
等
に
つ
い
て

の
講
義
開
始

◎
【
配
偶
者
出
産
休
暇
】・
取
得
日
数
を
２
日
か
ら
３
日
に
拡
大

・
時
間
単
位
で
の
取
得
可
能

◎
【
育
児
参
加
休
暇
】
新
設
〈
５
日
〉

◎
【
育
児
又
は
介
護
の
た
め
の
早
出
遅
出
勤
務
】
導
入

◎
【
育
児
又
は
介
護
の
た
め
の
早
出
遅
出
勤
務
】

小
学
生
の
夏
休
み
・
冬
休
み
・
春
休
み
等
に
放
課
後
児
童
ク
ラ

ブ
等
に
送
る
た
め
に
赴
く
職
員
を
対
象
に
追
加

◎
【
育
児
短
時
間
勤
務
制
度
】
新
設

◎
【
勤
務
時
間
短
縮
】（
８
時
間
か
ら
７
時
間
４
５
分
へ
）

◎
【
育
児
又
は
介
護
の
た
め
の
早
出
遅
出
勤
務
】

里
子
・
配
偶
者
の
子
を
対
象
に
追
加

◎
【
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
制
度
】
新
設

◎
【
夏
季
休
暇
】
取
得
促
進
に
向
け
て
対
象
期
間
の
拡
大

◎
【
育
児
休
業
等
】
の
配
偶
者
要
件
を
緩
和

配
偶
者
が
育
休
中
又
は
専
業
主
婦(

夫)

で
も
取
得
可

◎
【
時
間
外
勤
務
免
除
制
度
】
新
設

◎
【
短
期
介
護
休
暇
】
新
設

◎
【
看
護
休
暇
】
の
拡
大

◎
【
育
児
休
業
等
】
対
象
者
を
拡
大

一
定
の
要
件
を
満
た
す
非
常
勤
職
員
等
も
対
象
者
に

◎
【
看
護
休
暇
】
の
拡
大

中
学
校
就
学
前
の
子
が
２
人
以
上
い
る
場
合
は

日
に
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◎
【
家
族
休
暇
】
の
取
得
要
件
の
拡
大

Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動
や
学
級
閉
鎖
時
の
子
の
世
話
等
を
追
加

◎
【
年
次
有
給
休
暇
】
の
取
得
単
位
（
午
前
・
午
後
）
の
追
加

◎
【
妊
娠
障
害
休
暇
】
の
拡
充

医
師
等
か
ら
休
業
の
指
導
が
あ
っ
た
期
間
、
取
得
可
能
に

◎
【
育
児
又
は
介
護
の
た
め
の
早
出
遅
出
勤
務
】

養
育
を
要
件
と
す
る
対
象
を
小
学
校
三
年
生
ま
で
に
拡
大

◎
【
子
育
て
休
暇
】
の
対
象
と
す
る
予
防
接
種
の
追
加

◎
【
配
偶
者
同
行
休
業
制
度
】
新
設

◎
【
朝
型
勤
務
】
全
所
属
で
７
～
８
月
に
試
行

◎
【
特
別
養
子
縁
組
に
係
る
職
務
専
念
義
務
免
除
】
の
導
入

◎
【
介
護
休
暇
】
の
分
割
取
得
可
能
に

【
介
護
時
間
制
度
】
新
設

◎
【
育
児
休
業
等
】
対
象
範
囲
を
拡
大
特
別
養
子
縁
組
の
監
護
期
間
中
の
子
等
の
養
育
も
可

◎
【
サ
テ
ラ
イ
ト
勤
務
】
の
試
行(

本
庁･

浜
松
総
合
庁
舎
）

◎
【
時
差
勤
務
】
全
所
属
で
４
パ
タ
ー
ン
の
時
差
勤
務
を
試
行

◎
【
育
児
又
は
介
護
の
た
め
の
早
出
遅
出
勤
務
】

対
象
を
小
学
校
六
年
生
ま
で
に
拡
大
、
障
害
を
も
つ
親
族
の
世
話
を
追
加

◎
【
子
育
て
部
分
休
業
】
の
新
設

小
学
３
年
生
ま
で(

障
害
の
あ
る
場
合
は

歳
ま
で
）

18

◎
【
時
差
勤
務
】
全
所
属
で
９
パ
タ
ー
ン
の
時
差
勤
務
を
試
行

◎
【
サ
テ
ラ
イ
ト
勤
務
】
の
試
行
拡
大(

東
部
総
合
庁
舎･

東
京
）

◎
【
サ
テ
ラ
イ
ト
勤
務
】
の
試
行
拡
大(

藤
枝･

中
遠
総
合
庁
舎
）

◎
【
在
宅
勤
務
】
の
試
行

◎
【
モ
バ
イ
ル
パ
ソ
コ
ン
】
の
整
備

◎
【
サ
テ
ラ
イ
ト
勤
務
】
の
試
行
拡
大
（
静
岡
・
富
士
総
合
庁
舎)

◎
【
出
生
サ
ポ
ー
ト
休
暇
】
新
設
（
５
日
）

◎
【
育
児
休
業
等
】
取
得
回
数
制
限
の
緩
和
等

【
育
児
参
加
休
暇
】
取
得
期
間
を
子
が
１
歳
に
達
す
る
日
ま
で
に
拡
大

制

度

充

実

意

識

改

革

H20～H22.6 H13～H19～H18～H21～

〈
Ｗ
Ｌ
Ｂ
推
進
デ
ー
〉

全
庁
掲
示
板
で
育
児
休
業
取
得

中
の
男
性
職
員
や
そ
の
家
族
か

ら
の
定
期
コ
ラ
ム
の
掲
載

〈
Ｗ
Ｌ
Ｂ
推
進
月
間
〉

知
事
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
発
信
、
職
員

へ
の
行
動
宣
言
呼
び
掛
け
実
施

全
庁
掲
示
板
で
男
性
職
員
か
ら

募
集
し
た
「
仕
事
・
子
育
て

わ

た
し
の
両
立
体
験
記
」
等
を
紹
介

〈
Ｗ
Ｌ
Ｂ
推
進
月
間
〉

職
員
の
Ｗ
Ｌ
Ｂ
自
慢
の
募
集
、

意
識
ア
ン
ケ
ー
ト
実
施

H23～H24～ H14～H25H26～H27～H28～H29

平成 24 年度 平成 23 年度平成 30 年度 平成 29 年度

H30～

前期計画（平成 17～21 年度）

平成 17 年度（前期計画策定）

平成 20 年度（10 月 1日計画見直し）

平成 22 年度

後期計画策定

R2～ R1～R3～

平成 27 年度
WLB 推進

計画策定

令和 3年度
令和２年度
WLB 推進

計画策定

令和元年度令和４年度

10 1 7 2 9 8 7 4 1 8 4 1 11 7 12 10 4 1 4 4 4 6 4 1 10 4 7 4 4
R4 R3 R2 R1 H30 H29 H27 H26 H25 H24 H23 H22 H21 H20 H19 H17

等

R4～


